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受益者の皆様へ 
 
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 
さて、アライアンス・バーンスタイン（以下「トラスト」といいます。）のポートフォリオの一つであ

るユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）は、このたび、第 19 期
の決算を行いました。ここに運用状況および当期の監査済財務書類についてご報告申し上げます。 
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 

 
ファンドの形態 ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型外国投資信託（ユーロ建） 

信託期間 
ファンドの存続期間は無期限です。ただし、管理会社の決定により、ファンドを解散
することができます。 

運用方針 
ファンドの投資目的は、主にユーロ圏の企業の株式および株式関連証券に投資するこ
とにより元本の長期的な成長を達成することです。 

主要投資対象 

ユーロを法定通貨としているＥＵ加盟国（「ユーロ圏」）の国に拠点を置く企業または
ユーロ圏でその事業活動の大部分を展開している企業の株式および株式関連証券に
投資します。投資顧問会社は、常に、少なくともファンドの総資産の 80％をユーロ
圏の企業の株式および株式関連証券に投資する予定であり、いかなる場合においても
ユーロ圏の企業の株式および株式関連証券への投資額はファンドの総資産の３分の
２を下回ることはありません。 

ファンドの 
運用方法 

ファンドは、主として、魅力的なリターンが見込めると投資顧問会社が判断した企業
の株式および株式関連証券で構成されます。ポジションの規模は、企業のリターン目
標の達成能力に関する投資顧問会社の確信とダウンサイドリスク評価の組み合わせ
に基づきます。ファンドが投資する企業の規模もしくは株式時価総額に制限はなく、
業種および国の選定もその時々で変化します。また投資顧問会社は、リスクとリター
ンの効率的なバランスが保たれるポートフォリオの構築を確保しつつも、ファンドの
ために各ユーロ圏企業の株式をどの程度購入するかは、ポートフォリオの特徴を総合
的に検討して決定します。 

ファンドの主要
投資制限 

・同一発行体の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資は、原則として、
ファンドの純資産総額の 10％を限度とします。 

・証券取引所またはその他規制された市場において、上場または取引されていない譲
渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資は、原則としてファンドの純資産
総額の 10％を限度とします。 

・トラスト全体で、同一発行体の同一種類の証券への投資は、当該証券の 10％を限
度とします。 

・他のオープン・エンド型投資信託／投資法人への投資は、原則としてファンドの純
資産総額の 10％を限度とします。 

・証券の信用取引や空売りは行いません。 
・一時的措置による銀行からの借入を除き、金銭の借入を行うことはできません。ま
た借入総額は、ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 

分配方針 
管理会社は、現在、クラスＡＸ受益証券に関して分配を行わない方針です。従って、
クラスＡＸ受益証券に帰属する純収益および純実現利益は、受益証券の純資産価格に
反映されます。 

  
管 理 会 社 

 
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル 

  
代 行 協 会 員 

 
アライアンス・バーンスタイン株式会社   
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（注１） 本書中、ユーロ建金額は、便宜上、１ユーロ＝134.94円の換算率（2017年12月29日現在の株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 

（注２） 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場

合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、

必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中においては、同じ情報について日本円の数字が異なる

場合があります。 
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第１ 当期の運用の経過および運用状況の推移等 
 

（１）当期の運用の経過および今後の運用方針 
 

■当期の受益証券１口当たり純資産価格の推移 

 

（注１）クラスＡＸ受益証券については、分配方針に従い、分配金は支払われておりません。 
（注２）ファンドの購入価額により課税条件が異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注３）ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されておりません。 
（注４）端数調整方法の違いにより、月次報告書に記載の騰落率とは異なる場合があります。以下同じです。 

 

■１口当たり純資産価格の主な変動要因 
 

○上昇要因 

 金融セクターや資本財・サービス・セクターなどの保有銘柄の上昇 

○下落要因 

 生活必需品セクターなどの保有銘柄の下落 

 

■投資環境について 

 
2017 年８月 31日までの 12 ヵ月間におけるユーロ圏株式市場は上昇しました。 

2016 年 11 月にかけては、一進一退となりました。原油価格が上昇したことなどが好感される

一方、ドイツ銀行の経営状態をめぐる懸念や、欧州中央銀行（ECB）による資産購入プログラム

縮小への警戒心、米国大統領選挙をめぐる先行き不透明感、軟調な中国経済指標などが嫌気さ

れました。しかし、その後は、長期金利が上昇し、利鞘の改善期待から銀行株が反発したこと

や、活発な企業の合併・買収活動、資源価格の上昇などを受けて堅調に推移しました。2017 年

４月には、中東や北朝鮮の地政学リスクやフランス大統領選挙への懸念を受けて軟調に推移す

る場面があったものの、フランス大統領選挙結果が予想どおりの結果となり、また地政学リス

クも後退したことから上昇しました。５月上旬以降期末にかけては、ドイツ金利の上昇、ユー

ロ高の進行などを背景に緩やかに下落しました。  

第18期末の１口当たり純資産価格： 

（クラスＡＸ受益証券） 10.86ユーロ 

第19期末の１口当たり純資産価格： 

（クラスＡＸ受益証券） 13.50ユーロ 

騰落率： ＋24.31％ 
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■ポートフォリオについて 

 
ファンドは割安と判断されたユーロ圏の企業の株式および株式関連証券等から成るポートフ

ォリオに投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。運用にあたっては、当

期も引き続きファンダメンタル分析と定量分析、二つの観点を融合し魅力度の高い銘柄を選定

しました。 

その結果、セクター配分においては、金融セクター、一般消費財・サービス・セクター、資

本財・サービス・セクターなどが上位となりました。国別配分においては、フランス、ドイツ、

オランダなどが上位となりました。 

 
■分配金について 

 
ファンドは、分配方針に従い、クラスＡＸ受益証券については原則的に分配を行いません。

従って、設定来、分配金は支払われておりません。 

 
■今後の運用方針 

 
ファンドは、今後も投資方針に従って運用を行って参ります。 

 
■ベンチマークとの差異について 

 
ファンドは、特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設

けておりません。 
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（２）費用の明細 

 

項  目 項目の概要 

(a) 管理報酬 
クラスＡＸ受益証券の日々の純資産総額の平均

額の年率1.50％ 

管理会社が一括受領し、その中から主に以下

の関係法人に対し報酬が支払われます。 

支払先 役務の内容 

投資顧問会社 
ファンド資産の日々の投

資運用業務 

販売会社 
ファンドの受益証券の販

売取扱業務 

代行協会員 
クラスＡＸ受益証券に関

する代行協会員業務 

(b) 管理会社報酬 
クラスＡＸ受益証券の日々の純資産総額の平均

額の年率0.10％ 

ファンドの運営および中央管理業務の対価

として、管理会社に支払われます。 

(c) 保管報酬、管理事務

代行報酬および名

義書換代行報酬 

ルクセンブルグの通常の実務慣行に従い、資産を

基準とする報酬と取引手数料の組合せとなって

います。 

管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換代行

報酬の年間の合計額は、通常、ファンドの純資産

総額の最大１％です。保管報酬には、別途課され

るコルレス銀行の費用、その他一定の税金、仲介

手数料（適用ある場合）、借入利息は含まれてい

ません。 

ファンドの資産の保管業務、純資産価格の

計算等の管理事務代行業務、ファンドの受

益証券の登録・名義書換代行業務の対価と

して、保管受託銀行、管理事務代行会社お

よび名義書換代理人にそれぞれ支払われま

す。 

(d) その他の費用 

（当期） 

0.07％（注２） 

（管理会社による報酬および費用の自発的負担

額を考慮していません。下記「受益者による報

酬・費用の負担の上限率」をご参照ください。）

・ファンドの資産および収益に課せられる

一切の税金 

・ファンドの組入証券の取引に係る銀行手

数料および仲介手数料等 

・監査報酬および弁護士報酬 

・書面、通知、会計記録、届出書、目論見

書および報告書の作成、翻訳、印刷費等

（注１）各報酬については、有価証券報告書に定められている料率または金額を記しています。 

（注２）「その他の費用（当期）」には、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期

のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比

率とは異なります。 

 

受益者による報酬・費用の負担の上限率 

クラスＡＸ受益証券の受益者が一計算期間に負担する報酬および費用の総額は、クラスＡＸ受益証券の平均純資産総額の 1.90％

を上限とし、その上限率を超える報酬および費用（※）は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社がかかる負担をしな

い場合には、その旨を事前に販売会社に対し通知します。 
 

（※）管理会社が負担する当該超過報酬および費用には、本項に記載する報酬および費用（ルクセンブルグ年次税を含む）が含まれますが、ルク

センブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。 
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（３）投資状況 

 

資産別および国別の投資状況 

（2017年12月末現在）

資 産 の 種 類 国      名 時 価 合 計 
（ユーロ） 

投 資 比 率 
（％） 

普 通 株 式 

フランス 185,162,172 24.39 

ドイツ 165,536,991 21.81 

オランダ 109,711,412 14.45 

イタリア 60,563,071 7.98 

スペイン 47,516,724 6.26 

フィンランド 29,376,215 3.87 

オーストリア 24,625,115 3.24 

英国 23,365,249 3.08 

アイルランド 21,476,052 2.83 

ベルギー 19,039,560 2.51 

ポルトガル 16,259,254 2.14 

ルクセンブルグ 12,969,565 1.71 

デンマーク 7,174,634 0.95 

小    計 722,776,015 95.22 

権     利 スペイン 561,949 0.07 

投資有価証券合計 723,337,964 95.29 

現金・預金・その他資産（負債控除後） 35,754,515 4.71 

合   計（純資産総額） 759,092,479 

(102,432百万円） 
100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。 
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（４）投資資産 
 

① 投資株式（普通株式）上位 30銘柄 

（2017年12月末現在） 

順 

位 
銘柄名 国 業種 

株数 

（株） 

簿  価 時  価 投資

比率

(％)

金額 

(ユーロ) 

単価 

(ユーロ) 

金額 

(ユーロ) 

単価 

(ユーロ)

1 Sanofi フランス ヘルスケア 425,428 34,467,386.20 81.02 30,567,001.80 71.85 4.03

2 Airbus SE フランス 
資本財・ 

サービス 
337,237 23,881,579.22 70.82 27,990,671.00 83.00 3.69

3 ING Groep NV オランダ 金融 1,684,480 24,027,078.96 14.26 25,814,656.00 15.33 3.40

4 Repsol SA スペイン エネルギー 1,482,715 21,428,776.13 14.45 21,862,632.68 14.75 2.88

5 Enel SpA イタリア 公益事業 4,108,798 20,579,758.65 5.01 21,078,133.74 5.13 2.78

6 Henkel AG & Co. KGaA ドイツ 生活必需品 205,976 20,982,682.91 101.87 20,597,600.00 100.00 2.71

7 Pernod Ricard SA フランス 生活必需品 154,619 17,529,013.85 113.37 20,401,977.05 131.95 2.69

8 Siltronic AG ドイツ 情報技術 168,160 10,920,439.67 64.94 20,397,808.00 121.30 2.69

9 Allianz SE (REG) ドイツ 金融 99,751 18,493,805.15 185.40 19,102,316.50 191.50 2.52

10 KBC Group NV ベルギー 金融 267,748 16,799,808.56 62.74 19,039,560.28 71.11 2.51

11 Arkema SA フランス 素材 183,123 16,981,525.42 92.73 18,596,140.65 101.55 2.45

12 HUGO BOSS AG ドイツ 
一般消費財・ 

サービス 
255,248 17,117,368.75 67.06 18,107,293.12 70.94 2.39

13 Philips Lighting NV オランダ 
資本財・ 

サービス 
566,638 17,271,935.15 30.48 17,339,122.80 30.60 2.28

14 EDP - Energias de Portugal SA ポルトガル 公益事業 5,635,790 17,292,925.04 3.07 16,259,254.15 2.89 2.14

15 TKH Group NV オランダ 
資本財・ 

サービス 
301,352 13,944,921.50 46.27 15,950,561.36 52.93 2.10

16 British American Tobacco PLC 英国 
一般消費財・ 

サービス 
276,756 15,578,183.27 56.29 15,622,701.22 56.45 2.06

17 Amer Sports Oyj フィンランド 
一般消費財・ 

サービス 
673,463 14,900,082.02 22.12 15,550,260.67 23.09 2.05

18 Grifols SA (ADR) スペイン ヘルスケア 808,571 13,838,813.99 17.12 15,410,317.08 19.06 2.03

19 HeidelbergCement AG ドイツ 素材 170,359 14,376,068.29 84.39 15,374,899.75 90.25 2.03

20 Intesa Sanpaolo SpA イタリア 金融 5,324,290 14,422,581.35 2.71 14,748,283.30 2.77 1.94

21 Smurfit Kappa Group PLC アイルランド 素材 521,877 13,102,899.88 25.11 14,718,071.76 28.20 1.94

22 Talanx AG ドイツ 金融 431,766 14,619,292.21 33.86 14,710,267.62 34.07 1.94

23 
Cie Generale des Etablissements 

Michelin - Class B 
フランス 

一般消費財・ 

サービス 
121,801 13,561,721.40 111.34 14,561,309.55 119.55 1.92

24 Valeo SA フランス 
一般消費財・ 

サービス 
233,671 13,331,426.30 57.05 14,550,693.17 62.27 1.92

25 ASM International NV オランダ 情報技術 255,349 12,486,098.75 48.90 14,394,023.13 56.37 1.90

26 Faurecia フランス 
一般消費財・ 

サービス 
217,122 10,714,245.99 49.35 14,141,155.86 65.13 1.86

27 Nokia Oyj フィンランド 
電気通信 

サービス 
3,550,579 17,673,892.99 4.98 13,825,954.63 3.89 1.82

28 Eni SpA イタリア エネルギー 982,221 13,995,409.40 14.25 13,554,649.80 13.80 1.79

29 ArcelorMittal 
ルクセン 

ブルグ 
素材 478,317 10,388,872.29 21.72 12,969,565.46 27.12 1.71

30 CA Immobilien Anlagen AG オーストリア 不動産 499,512 10,396,049.04 20.81 12,889,907.16 25.81 1.70

* 当期末現在の投資株式の全銘柄については、後記「第２ ファンドの経理状況」の「③ 投資有価証券明細表等」
をご参照ください。 
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② 投資不動産物件 
 
該当なし 

 
③ その他投資資産の主要なもの 

 
該当なし 
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（５）純資産の推移 
 

直近 10 計算期間ならびに 2016 年９月末から 2017 年 12 月末までの期間における各月末の純資産の

推移は以下のとおりです。 
 

 
純資産総額 

（全クラス合計） 

１口当たり純資産価格 

（クラスＡＸ受益証券） 

 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 

第10期末 

（2008年８月31日） 55,396 7,475 8.24  1,112  

第11期末 

（2009年８月31日） 34,581 4,666 6.55  884  

第12期末 

（2010年８月31日） 33,408 4,508 7.31  986  

第13期末 

（2011年８月31日） 26,611 3,591 6.36  858  

第14期末 

（2012年８月31日） 22,522 3,039 6.64  896  

第15期末 

（2013年８月31日） 24,355 3,286 8.25  1,113  

第16期末 

（2014年８月31日） 37,574 5,070 9.46  1,277  

第17期末 

（2015年８月31日） 71,463 9,643 10.76  1,452  

第18期末 

（2016年８月31日） 121,286 16,366 10.86  1,465  

第19期末 

（2017年８月31日） 451,433 60,916 13.50  1,822  

2016年９月末 119,768 16,161 10.95  1,478  

10月末 131,223 17,707 11.18  1,509  

11月末 141,958 19,156 11.32  1,528  

12月末 185,331 25,009 11.87  1,602  

2017年１月末 200,176 27,012 11.95  1,613  

２月末 221,715 29,918 12.35  1,667  

３月末 280,080 37,794 12.89  1,739  

４月末 281,495 37,985 13.32  1,797  

５月末 345,937 46,681 13.65  1,842  

６月末 371,282 50,101 13.36  1,803  

７月末 440,389 59,426 13.62  1,838  

８月末 451,433 60,916 13.50  1,822  

９月末 592,297 79,925 14.16  1,911  

10月末 721,782 97,397 14.39  1,942  

11月末 751,604 101,421 14.00  1,889  

12月末 759,092 102,432 13.90  1,876  
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（６）分配の推移 

 

クラスＡＸ受益証券については、分配方針に従い、設定来、分配金は支払われていません。 

 

 

（７）収益率の推移 

 

  直近 10 計算期間について、収益率の推移は以下のとおりです。 

  クラスＡＸ受益証券 

計  算  期  間 収益率（％） 

第10期（2007年９月１日～ 2008年８月31日） －22.34 

第11期（2008年９月１日～ 2009年８月31日） －22.51 

第12期（2009年９月１日～ 2010年８月31日） ＋11.60 

第13期（2010年９月１日～ 2011年８月31日） －13.00 

第14期（2011年９月１日～ 2012年８月31日） ＋4.40 

第15期（2012年９月１日～ 2013年８月31日）  ＋24.25 

第16期（2013年９月１日～ 2014年８月31日） ＋14.67 

第17期（2014年９月１日～ 2015年８月31日） ＋13.74 

第18期（2015年９月１日～ 2016年８月31日） ＋0.93 

第19期（2016年９月１日～ 2017年８月31日） ＋24.31 

（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ 

   ａ＝ 計算期間末の１口当り純資産価格（当該計算期間の分配金の合計額を加えた額） 

   ｂ＝ 当該計算期間の直前の計算期間末の１口当り純資産価格（分配落の額）。 
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（８）販売および買戻しの実績 

 

  直近 10 計算期間について、販売、買戻しの実績ならびに各期末の発行済口数は以下のとおりです。 

 

  クラスＡＸ受益証券 

計算期間 販売口数 
乗換口数

（＋） 
買戻口数 

乗換口数 

（－） 
発行済口数 

第10期 

自 2007年９月１日 

至 2008年８月31日 

796,056 

(17,928)

120,425

(-)

1,699,367 

(74,493)

121,066 

(-) 

3,270,995 

(307,056)

第11期 

自 2008年９月１日 

至 2009年８月31日 

308,132 

(15,878)

73,632

(-)

648,723 

(40,941)

77,700 

(-) 

2,926,336 

(281,993)

第12期 

自 2009年９月１日 

至 2010年８月31日 

101,923 

(850)

77,927

(-)

457,703 

(26,140)

110,284 

(-) 

2,538,199 

(256,702)

第13期 

自 2010年９月１日 

至 2011年８月31日 

173,945 

(0)

27,043

(-)

587,115 

(9,937)

47,854 

(-) 

2,104,218 

(246,765)

第14期 

自 2011年９月１日 

至 2012年８月31日 

65,282 

(0)

8,461

(-)

218,996 

(20,464)

20,936 

(-) 

1,938,029 

(226,301)

第15期 

自 2012年９月１日 

至 2013年８月31日 

47,273 

(0)

3,863

(-)

615,063 

(24,463)

7,236 

(-) 

1,366,866 

(201,838)

第16期 

自 2013年９月１日 

至 2014年８月31日 

92,744 

(0)

7,348

(-)

221,504 

(27,462)

8,868 

(-) 

1,236,586 

(174,376)

第17期 

自 2014年９月１日 

至 2015年８月31日 

113,790 

(0)

0

(-)

282,586 

(31,364)

126 

(-) 

1,067,664 

(143,012)

第18期 

自 2015年９月１日 

至 2016年８月31日 

14,744 

(0)

23,977

(-)

114,672 

(3,764)

9,035 

(-) 

982,678 

(139,248)

第19期 

自 2016年９月１日 

至 2017年８月31日 

166,259 

(0)

0

(-)

153,294 

(35,149)

3,191 

(-) 

992,452 

(104,099)

 (注)（ ）の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。 
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（９）純資産額計算書 

 

（2017年８月31日現在） 

 ユーロ 千円 

資産総額（全クラス合計）(a) 454,056,987 61,270,450 

負債総額（全クラス合計）(b) 2,624,176 354,106 

純資産総額： 

（全クラス合計）（a）-（b） 451,432,811 60,916,344 

（クラスＡＸ受益証券）（c） 13,395,822 1,807,632 

発行済受益証券口数： 

  クラスＡＸ受益証券（d） 992,452口 

１口当たり純資産価格： 

  クラスＡＸ受益証券（c）/（d） 

 

13.50 

 

1,822円 
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第２ ファンドの経理状況 

 

以下に掲げるアライアンス・バーンスタインの第 19 期の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令

および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは、「財

務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 131 条第 5項ただ

し書の規定の適用によるものです。 

 

以下に掲げる日本文の財務書類では、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオに関連する部分のみ

を抜粋して記載しております。ただし、財務諸表に対する注記においては、アライアンス・バーンスタイ

ンの全ポートフォリオまたは他のポートフォリオに関して記載している箇所があります。 

 

アライアンス・バーンスタインの原文の財務書類については、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23

年法律第 103 号）第 1 条の 3 第 7 項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けており、下記

のとおり監査報告書を受領しております。 

 

ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオの原文の財務諸表は、基準通貨（ユーロ）および各クラス

の受益証券の表示通貨で表示されています。日本文の財務諸表には主要な金額について円換算額が併記さ

れています。換算は便宜上 2017 年 12 月 29 日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信直

物売買相場の仲値（１ユーロ＝134.94 円）で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい

ます。 

 

（注）「財務諸表に対する注記」において、「ファンド」とは、アライアンス・バーンスタインを指し、「ポートフォリオ」とはユー

ロゾーン・エクイティ・ポートフォリオを含む、アライアンス・バーンスタインの各ポートフォリオを指します。 
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独立監査人の報告書 

 

アライアンス・バーンスタイン（英文名称：AB FCP I）の受益者各位 

  

意   見 

 我々は、2017年８月31日現在の資産・負債計算書および投資明細表、ならびに同日に終了した年度の合算

損益計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務諸表に対する注記から構成

される、アライアンス・バーンスタイン（「ファンド」）およびその各ポートフォリオ（「ポートフォリ

オ」）の財務書類について監査を行った。 

我々は、本財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準に準拠

して、ファンドおよびその各ポートフォリオの2017年８月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度

の運用実績および純資産の変動を適正に表示しているものと認める。 

 

意見表明の基礎 

我々は、ルクセンブルグのために金融監督委員会（「CSSF」）によって採択された職業的監査に関する

2016年７月23日法（「2016年７月23日法」）および国際監査基準（「ISAs」）に準拠して監査を行った。同

法および同基準の下での我々の責任については、本報告書の後記「財務書類の監査に対する公認企業監査人

(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の区分に詳述されている。また我々は、ルクセンブルグのために

CSSFによって採択された国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための倫理規定（「IESBA規程」）ならび

に本財務書類に対する我々の監査に関連する職業倫理規定に基づき、ファンドから独立しており、我々は、

これらの職業倫理規定件に従い我々の倫理上のその他責任を果たした。我々は、我々の意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

管理会社の取締役会は、その他の記載内容に責任を有する。その他の記載内容は、本財務書類と本財務書

類に対する我々の公認企業監査人の報告書以外に年次報告書に記載される情報から構成される。 

本財務書類に対する我々の意見は、その他の記載内容を網羅しておらず、我々は、その他の記載内容につ

いて保証する、いかなる形式の結論も表明しない。 

本財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、上記に特定されたその他の記載内容を通読し、

その過程において、その他の記載内容が本財務書類や監査において入手した我々の知識と照らして重要な相

違がないか、またはその他重大な虚偽記載が見受けられないかを検討することである。我々が行った作業に

基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると我々が結論づけた場合は、我々はその事実を報告する

義務を負う。我々は、この点につき報告すべき事項はない。 

 

財務書類に対する管理会社の取締役会および統治責任者の責任 

管理会社の取締役会の責任は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準

に準拠して財務書類を作成し適正に表示することであり、また、不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示の

ない財務書類を作成するために管理会社の取締役会が必要と判断する内部統制を整備し運用することにある。 

財務書類の作成に当り、管理会社の取締役会は、ファンドの継続企業として存続する能力について評価を

行うこと、継続企業に関連する事項を適宜開示すること、ならびに管理会社の取締役会にファンドの清算も

しくは運用停止の意図がない限りまたはそうする以外に現実的な代替案がない限りにおいて、継続企業の会

計ベースを用いることに責任を有する。 
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財務書類の監査に対する公認企業監査人の責任 

我々の目的は、全体としての財務書類に、不正かまたは誤謬か問わず、重要な虚偽表示がないかどうかに

関する合理的な保証を得て、我々の意見を記載した公認企業監査人の報告書を発行することにある。合理的

な保証は、高い水準の保証であるが、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年７月26日法お

よびISAsに準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな

い。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、本財務書類に基づ

き行われる利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。 

ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年７月26日法およびISAsに準拠した監査の一環とし

て、我々は、監査のすべての過程について職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑

心を保持する。また我々は、 

・ 不正または誤謬を問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監

査手続を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正に

よる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも

高くなる。これは、不正には、共謀、文書を偽造すること、意図的な除外、虚偽の言明、および内部統

制の無効化が伴うためである。 

・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、

ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。 

・ 管理会社の取締役会によって使用されている会計方針の適切性、ならびに管理会社の取締役会によって

行われた会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 

・  管理会社の取締役会が継続企業の会計ベースに基づき財務書類を作成していることが適切であること、

ならびに入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重要な疑義を投げかけ

るような、事象または状況に関連する重要な不確実性が存在するか否かについて結論付ける。重要な不

確実性が存在すると我々が結論付ける場合、我々には、我々の独立監査人の報告書において、財務書類

中の関連する開示に対する注意喚起を行うことが求められ、かかる開示が不十分である場合には、我々

の意見を修正することが求められる。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監

査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、ファンドの継続企業としての存続

が停止される結果となる可能性がある。 

・ 財務書類の全体的な表示、構成および内容（開示を含む）、ならびに財務書類が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

我々は、統治責任者との間で、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な発見事

項（監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む）についてコミュニケーションを行う。 

また、我々は、統治責任者に、独立性についての職業倫理に関する関連規定を遵守している旨を書面で伝

達し、また、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係およびその他事項、また該当

する場合には関連するセーフガードについてコミュニ－ケーションを行う。 

我々は、統治責任者とコミュニケーションを行った事項の中から、当期の財務書類監査で最も重要な事項

を決定し、よって監査上の主要な事項とする。ただし、法令によって当該事項を開示することが禁止されて

いる場合や、極めて稀な状況において、我々の報告書においてコミュニケーションを行うことにより生じる

負の影響が、当該コミュニケーションにより得られる公共の利益（便益）を上回ると合理的に予想されるた

め、我々が当該事項についてのコミュニケーションを行うべきでないと判断した場合は我々の報告書に記載

しない。 

 

アーンスト・アンド・ヤング 

株式会社 

Cabinet de révision agréé 

 

Ｋ・ニコル 

ルクセンブルグ、2017年11月30日 
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To the Shareholders of AB FCP I

Opinion

“Fund”) and of each of its portfolios (the “Portfolios”), which 
comprise the statement of assets and liabilities and the portfolio 
of investments as of August 31, 2017, and the statement of 
operations and changes in net assets for the year then ended, 

each of its Portfolios as at August 31, 2017, and of the results of 
their operations and changes in their net assets for the year then 
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory 
requirements relating to the preparation and presentation of the 

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 
2016 on the audit profession (the “Law of July 23, 2016”) and 
with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted 
for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du 
Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under those 
law and standards are further described in the “Responsibilities 

statements” section of our report. We are also independent of 
the Fund in accordance with the International Ethics Standards 
Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional 
Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by 
the CSSF together with the ethical requirements that are relevant 

other ethical responsibilities under those ethical requirements. 

and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other information
The Board of Managers of the Management Company is 
responsible for the other information. The other information 
comprises the information included in the annual report but 

“réviseur d’entreprises agréé” thereon.

other information and we do not express any form of assurance 
conclusion thereon.

responsibility is to read the other information and, in doing so, 
consider whether the other information is materially inconsistent 

audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based 
on the work we have performed, we conclude that there is a 
material misstatement of this other information we are required 
to report this fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Managers of the 

The Board of Managers of the Management Company is 
responsible for the preparation and fair presentation of these 

and regulatory requirements relating to the preparation and 

control as the Board of Managers of the Management Company 

statements that are free from material misstatement, whether 
due to fraud or error. 

of the Management Company is responsible for assessing 
the Fund’s ability to continue as a going concern, disclosing, 
as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless the Board of 
Managers of the Management Company either intends to 
liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so. 

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance 

material misstatement, whether due to fraud or error, and to 
issue a report of “réviseur d’entreprises agréé” that includes 
our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance 
with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted 
for Luxembourg by the CSSF will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from 
fraud or error and are considered material if, individually or in 

the economic decisions of users taken on the basis of these 

As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, 
we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also: 

and perform audit procedures responsive to those risks, 

to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting 
a material misstatement resulting from fraud is higher than 
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 
override of internal control. 

audit in order to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Fund’s internal control. 

used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by the Board of Managers of the 
Management Company. 

of the Management Company’s use of the going concern 
basis of accounting and, based on the audit evidence 
obtained, whether a material uncertainty exists related to 

Fund’s ability to continue as a going concern. If we conclude 
that a material uncertainty exists, we are required to draw 
attention in our independent auditor’s report to the related 

are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of report 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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① 貸借対照表 

 

アライアンス・バーンスタイン 

 

資産・負債計算書 

 

2017 年８月 31 日現在 

 
ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ 

（ユーロ） （千円） 

資  産    

 投資有価証券－時価 438,449,300  59,164,349 

 定期預金 9,994,068  1,348,600 

 未収配当金および未収利息 387,114  52,237 

 ファンド証券販売未収金 4,288,382  578,674 

 保管受託銀行およびブローカーにおける現金 723,271  97,598 

 為替先渡契約未実現評価益 212,780  28,713 

 スワップ契約前渡プレミアム 0  0 

 スワップ未実現評価益 0  0 

 投資有価証券売却未収金 0  0 

 スワップ未収金利 0  0 

 金融先物契約未実現評価益 0  0 

 有価証券貸付未収収益 2,072  280 

454,056,987  61,270,450 

 

負  債 

 投資有価証券購入未払金 0 0 

 スワップ契約前受プレミアム 0 0 

 保管受託銀行およびブローカーに対する 

 未払金 
918,595 

 
123,955 

 未払分配金 0 0 

 ファンド証券買戻未払金 486,298 65,621 

 為替先渡契約未実現評価損 475,467 64,160 

 スワップ未実現評価損 0 0 

 金融先物契約未実現評価損 80,740 10,895 

 逆買戻条件付取引契約未払金 0 0 

 スワップ未払金利 0 0 

 未払キャピタル・ゲイン税 0 0 

 発行オプション（時価） 0 0 

 未払費用およびその他債務 663,076 89,475 

2,624,176  354,106 

純 資 産 451,432,811  60,916,344 

 

財務諸表に対する注記を参照のこと。 
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② 損益計算書 

 

アライアンス・バーンスタイン 

 

損益計算書および純資産変動計算書 

 

2017 年８月 31 日に終了した年度 

 
ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ 

（ユーロ） （千円） 

投資収益 

 利息 0  0  

 スワップ収益 0  0  

 配当金（純額） 7,924,370  1,069,314  

 有価証券貸付収益（純額） 209,350  28,250  

8,133,720  1,097,564  

費  用 

 管理報酬 2,905,827  392,112  

 スワップ関連費用 0  0  

 管理会社報酬 173,498  23,412  

 販売管理報酬 23,101  3,117  

 名義書換代行報酬 116,120  15,669  

 税金 107,758  14,541  

 保管報酬 44,785  6,043  

 専門家報酬 88,087  11,886  

 会計および管理事務代行報酬 81,286  10,969  

 印刷費 4,235   571  

 利息費用 0  0  

 その他 85,401  11,524  

3,630,098  489,845  

 費用の払戻しまたは権利放棄 0  0  

 費用純額 3,630,098  489,845  

 純投資収益／(損失) 4,503,622  607,719  

実現利益および(損失) 

 投資有価証券、為替先渡契約、 

 スワップ、金融先物契約、 

 オプションおよび通貨 

9,945,361 
 

1,342,027 

 資本源泉税 0 0  

未実現利益および(損失)の変動 

 投資有価証券 25,589,995  3,453,114  

 為替先渡契約 (437,301) (59,009) 

 スワップ 0  0  

 金融先物契約 (80,740) (10,895) 

 発行オプション 0  0  

 運用実績 39,520,937  5,332,955  

ファンド証券の取引 

 増加／(減少） 290,626,218  39,217,102  

 分配金 0  0  

純 資 産  

 期 首 121,285,656  16,366,286  

 為替換算調整 0  0  

 期 末 451,432,811  60,916,344  

 

財務諸表に対する注記を参照のこと。 
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アライアンス・バーンスタイン 

 

発行済受益証券口数 

 

2017 年８月 31 日現在 
ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ 

 （口）  

受益証券のクラス 

Ａ 8,009,434 

Ａ ＡＵＤ Ｈ 733 

Ａ ＳＧＤ Ｈ 840 

Ａ ＵＳＤ Ｈ 2,122,745 

ＡＸ 992,452 

Ｂ 4,797 

ＢＸ 167,791 

Ｃ 220,340 

Ｃ ＵＳＤ Ｈ 8,760 

ＣＸ 69,392 

Ｉ 1,942,496 

Ｉ ＵＳＤ Ｈ 11,156 

ＩＸ 4,634 

Ｓ 274,467 

 Ｓ１  3,274,362  

Ｓ１ ＵＳＤＨ 438 
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アライアンス・バーンスタイン 

 

統 計 情 報 

 

(€ ：ユーロ/$：米ドル/AUD：豪ドル/SGD：シンガポール・ドルで表示） 

 
ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ 

2017 年８月 31 日 2016 年８月 31 日 2015 年８月 31 日 

純 資 産   € 451,432,811 € 121,285,656 € 71,463,052 

受益証券各クラス１口当り純資産価格 

 Ａ € 26.25 € 21.12 € 20.95 

 Ａ ＡＵＤ Ｈ AUD 22.16 AUD 17.39 AUD 17.04 

 Ａ ＳＧＤ Ｈ SGD 21.23 SGD 16.88 SGD 16.54 

 Ａ ＵＳＤ Ｈ $ 21.12 $ 16.71 $ 16.44 

 ＡＲ  N/A  N/A € 14.83 

 ＡＸ € 13.50 € 10.86 € 10.76 

 Ｂ € 24.46 € 19.88 € 19.92 

 ＢＸ € 11.24 € 9.13 € 9.14 

 Ｃ € 25.43 € 20.56 € 20.48 

 Ｃ ＵＳＤ Ｈ $ 19.65 $ 15.63  N/A 

 ＣＸ € 9.88 € 7.98 € 7.95 

 Ｉ € 27.75 € 22.16 € 21.80 

 Ｉ ＵＳＤ Ｈ $ 20.14 $ 15.81  N/A 

 ＩＸ € 15.65 € 12.48 € 12.28 

 Ｓ (4) € 126.41  N/A  N/A 

 Ｓ１ € 28.34 € 22.55 € 22.12 

 Ｓ１ ＵＳＤ Ｈ $ 22.36 $ 17.48 $ 17.02 

 Ａ－米ドル換算額* $ 31.29 $ 23.56 $ 23.49 

 ＡＸ－米ドル換算額* $ 16.09 $ 12.12 $ 12.06 

 Ｂ－米ドル換算額* $ 29.15 $ 22.18 $ 22.33 

 ＢＸ－米ドル換算額* $ 13.40 $ 10.19 $ 10.25 

 Ｃ－米ドル換算額* $ 30.31 $ 22.94 $ 22.96 

 ＣＸ－米ドル換算額* $ 11.78 $ 8.90 $ 8.91 

 Ｉ－米ドル換算額* $ 33.08 $ 24.72 $ 24.44 

 ＩＸ－米ドル換算額*  $ 18.65  $ 13.92  $ 13.77 

 Ｓ－米ドル換算額* (4)  $ 150.67   N/A   N/A 

 Ｓ１－米ドル換算額* $ 33.78 $ 25.16 $ 24.80 

（N/A ： 該当なし） 

＊情報の目的でのみ記載している。 

(4) 2016 年 10 月 14 日運用開始 
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アライアンス・バーンスタイン 

財務諸表に対する注記 

2017年８月31日に終了した年度 

 

注記Ａ 概  要 

アライアンス・バーンスタイン（英文名称：「AB FCP I」）（以下「ファンド」という。）は、ルクセン

ブルグ大公国の法律に準拠して設定され、2010年12月17日付投資信託／投資法人に関する法律（改正済）（以

下「2010年法」という。）のパートＩに基づき登録された共有持分型投資信託（“fonds commun de placement”）

である。ファンドは、その共同所有者（以下「受益者」という。）の利益のために、ルクセンブルグ大公国

の法律に基づき設立された会社でルクセンブルグに登記上の事務所を置くアライアンス・バーンスタイン・

ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（以下「管理会社」という。）によって管理される。ファンド

は、2009年７月13日付欧州共同体指令2009/65（改正済）の第１(2)条の意味における譲渡可能有価証券を投

資対象とする投資信託（UCITS）としての資格を有している。 

取締役会は、2016年10月28日付でアライアンス・バーンスタイン－グローバル・グロース・トレンド・ポ

ートフォリオをアライアンス・バーンスタインSICAV－シーマティック・リサーチ・ポートフォリオへ合併

させることを承認する旨を決定した。 

2016年９月14日付で、「アライアンス・バーンスタイン－ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポ

ートフォリオ」の名称が「アライアンス・バーンスタイン－ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ」

に変更され、「アライアンス・バーンスタイン－ヨーロピアン・バリュー・ポートフォリオ」の名称が「ア

ライアンス・バーンスタイン－ヨーロピアン・エクイティ・ポートフォリオ」に変更された。 

2016年12月15日より、ファンドの全ポートフォリオについて、投資者（新規投資者および既存投資者を含

む。）からのクラスＢ受益証券（「アライアンス・バーンスタイン－アジア・エックス・ジャパン・エクイ

ティ・ポートフォリオ」のクラスＢＹ受益証券は除く。）に対する申込みの受付を停止した。ただし、各法

域において販売されている他のポートフォリオまたはその他のＡＢファンドのクラスＢ受益証券（すべての

派生受益証券および対応するヘッジ付受益証券を含む。）への一定の乗換えは認められる。 

2016年９月１日、取締役会は、「アライアンス・バーンスタイン－ヨーロピアン・エクイティ・ポートフ

ォリオ」の既存のクラスS1受益証券の名称をクラスS1X受益証券に変更することを承認するとともに、当該

クラス証券の販売は、当該クラス証券の既存受益者による買付のみに限定される旨定めることを決議した。 

2016年11月17日、取締役会は、2016年12月15日より、クラスA受益証券（すべての派生受益証券および対

応するヘッジ付受益証券を含む。）に関する当初申込手数料の最高料率を6.25％から5.00％に引き下げるこ

とを決議した。 

ファンドは、それぞれが個別の資産プールである19の運用されているポートフォリオ（以下、それぞれを

「ポートフォリオ」という。また、総称して全ポートフォリオを「ポートフォリオ」という場合がある。）

で構成されている。各クラスの受益証券は、関係する各ポートフォリオの投資有価証券およびその他の純資

産に対する持分を表示する。同一クラスの全受益証券は分配および買戻しに関して同等の権利を有する。以

下は、各ポートフォリオの運用開始日および2017年８月31日現在の発行済受益証券クラスの一覧表である。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  運用開始日  発行済受益証券クラス 

 ディベロプト・マーケッツ・マルチ-アセット・インカム・ 

ポートフォリオ 

 2004年11月２日  A,A CHF H,A EUR H,A HKD, 

A SGD H,A2X,AD,AD AUD H, 

AD CAD H,AD EUR H, 

AD GBP H,AD HKD,AD NZD H, 

AD SGD H,AD ZAR H, 

AR EUR H,AX,B,B2X, 

BX,C,C2X,CD,CX,I, 

I CHF H,I EUR H, 

I SGD H,ID,IX,N,ND,S1 

 

 ダイナミック・ダイバーシファイド・ポートフォリオ  2004年11月２日  A,A EUR H,AX,B,BX,C, 

C EUR H,CX,I,I EUR H,IX, 

S1 EUR H 
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アライアンス・バーンスタイン－  運用開始日  発行済受益証券クラス 

 

 グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ  2003年９月１日  A,A EUR H,B,C,I,S,S1, 

S1A GB 

 

 グローバル・バリュー・ポートフォリオ  2006年６月１日  A,A SGD H,AD,AD AUD H, 

AD CAD H,AD EUR H, 

AD GBP H,AD SGD H, 

AD ZAR H,B,BD,BD AUD H,  

BD EUR H,BD ZAR H,C,I,S, 

S GBP H,S1,S1A GB,SD 

 

 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ  1992年10月30日  A,A AUD H,A SGD H,B,C, 

C AUD H,I,I AUD H,N,S,S1 

  

 アメリカン・グロース・ポートフォリオ  1997年１月２日  A,A EUR H,AD,AD AUD H, 

AD ZAR H,AX,B,B EUR H, 

BD,BD AUD H,BD ZAR H,BX, 

C,C EUR H,I,I EUR H,N, 

S EUR H,S1,SD,SK  

 

 ユー・エス・テーマティック・リサーチ・ポートフォリオ  2006年６月１日  A,A AUD H,A CAD H, 

A EUR H,A GBP H, 

A SGD H,AN,B,B CAD H, 

C,C EUR H,I, 

I EUR H,IN,S,S1, 

S1 JPY H 

 

 ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ  1999年２月26日  A,A AUD H,A SGD H, 

A USD H, AX,B,BX,C, 

C USD H,CX,I, 

I USD H,IX,S,S1, 

S1 USD H 

 

 ヨーロピアン・エクイティ・ポートフォリオ  2006年６月１日  A,A AUD H,A SGD H, 

A USD H,AD,AD AUD H, 

AD SGD H,AD USD H,B,BD, 

BD AUD H,BD USD H,C, 

C USD H,I,I USD H,S,S1X,SD 

 

 アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ 

 

 2009年11月30日  A,A AUD H,A SGD H,AD, 

AD AUD H,AD CAD H, 

AD EUR H,AD GBP H, 

AD NZD H,AD RMB H, 

AD SGD H,AD ZAR H,AY JPY, 

B,B AUD H,BD,BD AUD H, 

BD CAD H,BD GBP H, 

BD NZD H, BD ZAR H, 

BY JPY,C,C AUD H,I, 

I AUD H,I GBP,ID, 

ID AUD H,S,S1,SD 

 

 ジャパン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ  2005年12月15日  2,A,A AUD H,A EUR H, 

A NZD H,A SGD H,A USD H, 

AD,AD AUD H,AD NZD H, 

AD USD H,AD ZAR H,B,BD, 

BD AUD H,BD USD H, 
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アライアンス・バーンスタイン－  運用開始日  発行済受益証券クラス 

BD ZAR H,C,C EUR H,I, 

I EUR H,I USD H,S, 

S EUR H,S1,S1 USD H,SD 

 

 チャイナ・オポチューニティ・ポートフォリオ  2007年２月１日  A,AD,AD AUD H,AD CAD H, 

AD EUR H,AD GBP H, 

AD NZD H, AD RMB H, 

AD SGD H,AD ZAR H,B,BD, 

BD AUD H,BD EUR H, 

BD GBP H,BD NZD H, 

BD ZAR H, C,I,S,S1 

 

 グローバル・ボンド・ポートフォリオ  1996年９月16日  A,A2,A2 EUR H,A2 SGD H, 

AA,AA AUD H,AA CAD H, 

AA GBP H,AA NZD H, 

AA SGD H,AJ,AR EUR H,AT, 

AT AUD H,AT CAD H, 

AT EUR H,AT GBP H, 

AT NZD H,AT SGD H,AX, 

B,B2,BA,BA AUD H,BT, 

BT AUD H,BT CAD H, 

BT EUR H,BT GBP H, 

BT NZD H,BX,C,C2, 

C2 EUR H, I,I2,I2 AUD H, 

I2 EUR H,IT, 

IT AUD H,N2,NT,S, 

S EUR H,S SGD H,S1 2, 

S1 EUR H,SA 

 

 グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ  1997年９月22日  A,A2,A2 CHF H,A2 EUR H, 

A2 SGD H,AA,AA AUD H, 

AA CAD H,AA EUR H, 

AA GBP H,AA NZD H, 

AA RMB H,AA SGD H, 

AA ZAR H,AK,AK EUR H, 

AR EUR H,AT,AT AUD H, 

AT CAD H,AT EUR H, 

AT GBP H,AT NZD H, 

AT RMB H,AT SGD H,B,B2, 

B2 EUR H,BA,BA AUD H, 

BA ZAR H,BT,BT AUD H, 

BT CAD H,BT EUR H, 

BT GBP H,BT NZD H,C,C2, 

C2 EUR H,CK,CK EUR H,CT, 

I,I2,I2 AUD H,I2 CHF H, 

I2 EUR H,I2 SGD H, 

IA AUD H,IQD,IT,IT AUD H, 

IT CAD H,IT GBP H, 

IT NZD H,IT RMB H, 

J,N2,NT,S EUR H,S1,S1D, 

S1QD,SA,SHK,SK,SM AUD H 

 

 

 

アメリカン・インカム・ポートフォリオ  1993年７月１日  A,A2,A2 CHF H,A2 DUR PH, 

A2 EUR H,A2 SGD H,AA, 

AA AUD H,AA CAD H, 



 - 23 -

アライアンス・バーンスタイン－  運用開始日  発行済受益証券クラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA DUR PH, AA EUR H, 

AA GBP H,AA NZD H, 

AA RMB H,AA SGD H, 

AA ZAR H, AK,AK EUR H, 

AR EUR,AR EUR H,AT, 

AT AUD H,AT CAD H, 

AT DUR PH,AT EUR H, 

AT GBP H,AT NZD H, 

AT RMB H,AT SGD H,B, 

B2,BA,BA AUD H, 

BA ZAR H,BT,BT AUD H, 

BT CAD H,BT EUR H, 

BT GBP H, BT NZD H,C,C2, 

C2 DUR PH,C2 EUR H,CK, 

CK EUR H,CT,CT DUR PH, 

I,I2,I2 CHF H,I2 DUR PH, 

I2 EUR H,I2 SGD H,IA, 

IA AUD H,IA DUR PH,IT, 

IT AUD H,IT CAD H, 

IT DUR PH,IT EUR H, 

IT GBP H,IT JPY, 

IT JPY H,IT NZD H, 

IT RMB H,IT SGD H, 

J,N2,NT,S,S1,S1D,SA, 

SHK 

 

 ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオ  1999年２月26日  A,A2,A2 CHF H,A2 SGD H, 

A2 USD H,AA,AA AUD H, 

AA HKD H,AA RMB H, 

AA SGD H, AA USD H,AK, 

AR,AT,AT AUD H, AT SGD H, 

AT USD H,B,B2,BA, 

BA AUD H,BA USD H,BT, 

BT AUD H,BT USD H,C,C2, 

C2 USD H,CK,CT USD H, 

I,I2, I2 AUD H,I2 CHF H, 

I2 USD H, IA,IA HKD H, 

IA SGD H,IA USD H,IT, 

IT SGD H,IT USD H, 

NT USD H,S,S1,S1 USD H, 

S1D,SA USD H,SHK 

 

 エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ  2006年３月23日  A,A2,A2 CHF H,A2 EUR H,  

A2 SGD H,AA,AA AUD H, 

AA CAD H,AA EUR H, 

AA GBP H,AA NZD H, 

AA RMB H,AA SGD H, 

AA ZAR H,AR EUR,AT, 

AT AUD H,AT CAD H, 

AT EUR H,AT GBP H, 

AT NZD H,AT RMB H, 

AT SGD H,B,B2,BA, 

BA AUD H,BA ZAR H,BT, 

BT AUD H,BT CAD H, 

BT EUR H,BT GBP H, 
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アライアンス・バーンスタイン－  運用開始日  発行済受益証券クラス 

BT NZD H,C,C2,C2 EUR H, 

CT,I,I2,I2 CHF H, 

I2 EUR H,IT,IT AUD H, 

IT EUR H,IT SGD H,N2,NT, 

S,S EUR H,S GBP H,S1 2, 

S1 EUR H,S1 GBP H,SA 

 

 モーゲージ・インカム・ポートフォリオ  1994年９月27日  A,A2,A2X,AA,AA AUD H, 

AA RMB H,AA SGD H, 

AA ZAR H,AR EUR H,AT, 

AT AUD H,AT SGD H,ATX, 

AX,B2X,BA,BA AUD H, 

BA ZAR H,BX,C,C2,C2X, 

CX,I,I2,I2X,IX,S,S1, 

S1X,SA 

 

 グローバル・ボンド II ポートフォリオ  2012年12月17日  S1 

 

注記Ｂ 重要な会計方針  

本財務書類は、ルクセンブルグの法令および規制基準に従って作成されている。ポートフォリオが採用

している重要な会計方針の要約は、以下のとおりである。 

１．評  価 

 1.1 投資有価証券 

 証券取引所に上場されているかまたは他の規制された市場で取引されている有価証券は、当該取引所ま

たは当該市場において入手可能な直近の売買価格により評価される。かかる価格がない場合は、当該日の

買い呼値と売り呼値の仲値で評価される。有価証券が数ヶ所の証券取引所または市場に上場されている場

合は、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場における入手可能な直近の売買価格が用いら

れる。 

 有価証券は、その市場相場に基づき決定された現在市場価格で評価されるが、市場相場が容易に入手で

きない場合もしくは信頼性が低いと判断される場合には、管理会社の取締役会により定められた手続きに

従い、管理会社の取締役会の全般的監督下で決定された“適正価値”で評価される。適正評価手続きは、

ポートフォリオの評価基準時点における組入有価証券の適正価値と判断される価格を反映させるために

当該組入有価証券の市場の終値を調整することを目的としている。 

 特定の組入有価証券について適正評価手続きが用いられる場合、様々な客観的要因および主観的要因

（特に、当該有価証券の直近の価格が報告された後に発生した当該有価証券に影響を及ぼす事象または市

場全体に係る事象、関連する株価指数の現在評価、または一定の政府当局による発表）が考慮される場合

がある。利用可能な範囲で、第三者ベンダーのモデル・ツールに基づく適正評価価格が用いられる場合が

ある。従って、適正評価手続きが用いられる場合、ポートフォリオの純資産額を計算するために使用され

る個々の組入有価証券の価格は、同一の有価証券についての相場価格または公表価格と異なる可能性があ

る。現在、適正価値調整は、一定の持分証券および先物契約にのみ適用される。 

 従って、従前に報告された証券取引所の価格にも当てはまることであるが、適正評価手続きを用いて決

定された組入有価証券の価格は、当該有価証券の売却の際に実現される価格と大幅に異なる場合がある。 

 主に米国の取引所で取引されている組入有価証券については、適正評価手続きは極めて限定的な状況

（例えば、ある特定の有価証券が取引されている証券取引所における定刻より早い取引の終了またはある

特定の有価証券の取引停止など）においてのみ用いられることが予想される。ただし、米国以外の取引所

またはその他の市場（特にヨーロッパの市場およびインドを除くアジアの市場）において取引される有価

証券については、特に、かかる市場の取引がポートフォリオの評価基準時点よりかなり前に終わることか

ら、適正評価手続きが頻繁に用いられることが予想される。かかる市場の取引の終了から該当するポート
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フォリオの評価基準時点までの間に広範な市場の動きを含む重要な出来事が発生する可能性がある。特に、

取引日において、これらの本国市場の取引が終了した後に発生した米国市場での出来事はポートフォリオ

の組入有価証券の価値に影響を及ぼす可能性がある。ジャパン・ストラテジック・バリュー・ポートフォ

リオは、ベンチマークのパフォーマンスおよび相対的なキャップストック・フローに基づき適用すべきと

みなされる場合にのみ有価証券の適正評価を行う旨の方針を採用している。現在、ユーロゾーン・エクイ

ティ・ポートフォリオおよびヨーロピアン・エクイティ・ポートフォリオは、いかなる状況においても有

価証券の適正評価は行わない。 

債券（ⅰ）、証券取引所に上場されていない有価証券または規制された市場において取引されていない

有価証券（ⅱ）、証券取引所もしくは規制された市場における取引量が少ない有価証券（ⅲ）は、主要な

マーケット・メーカーが提供する直近の買い呼値で評価される。かかる市場価格がない場合、またはかか

る市場価格が当該有価証券の適正な市場価値を表示していない場合、当該有価証券は、管理会社の取締役

会により定められた手続きに従い、管理会社の全般的な監督の下で、その適正価値を反映させるために定

められる方法により評価される。 

満期までの残存期間が60日以内の米国政府証券およびその他の債務証書は、一般的に、市場価格がある

場合には、独立のプライシング・ベンダーにより時価評価される。市場価格がない場合、当該証券は償却

原価で評価される。この評価方法は、一般的に、元の満期が60日以内である短期証券ならびに元の満期が

60日超であった短期証券について用いられる。償却原価が用いられる場合、評価委員会（以下「委員会」

という。）は、使用される償却原価が当該証券の公正価値に概ね等しいことを合理的に結論づけなければ

ならない。委員会が考慮する要因には、発行体の信用力の減損または金利の重要な変動が含まれるが、そ

れらに限定されるものではない。委員会の決定は、管理会社の取締役会によって定められた手続きに従い、

管理会社の取締役会の全般的な監督の下で行われる。 

店頭市場（OTC）で取引されるスワップおよびその他デリバティブは、主に、独立のプライシング・サー

ビス、市場のインプットを用いた独立のプライシング・モデルならびに第三者のブローカー・ディーラー

もしくはカウンターパーティーを用いて、日々評価される。 

 1.2 ワラントの評価 

   上場ワラントは、承認されているベンダーによって提供される最終の取引価格で評価される。該当営業

日に売買がなかった場合、当該ワラントは、前日の最終取引価格で評価される。翌日以降、当該証券は、

適正価値で誠実に評価される。すべての非上場ワラントは、適正価値で誠実に評価される。ワラントが失

効した場合は直ちにその評価は停止される。 

 1.3 金融先物契約 

   先物契約締結時に、当初証拠金が預託される。先物契約が未決済である期間中、先物契約の評価額の変

動は、各日の取引終了時における当該契約の時価を反映させるために日々“値洗い”することによって、

未実現利益または損失として認識される。未実現利益または損失の発生に応じて、変動証拠金が支払われ

るか、または受領される。契約の決済時には、実現利益または損失が計上される。かかる実現利益または

損失は、反対売買による手取金（または原価）と当該契約におけるファンドの基準額との差額に等しい。 

   未決済の先物契約は、反対売買による決済価格を用いて評価される。かかる価格がない場合には、市場

の直近の買い呼び値を用いて評価される。評価の日に入手可能な市場相場がない場合には、入手可能な直

近の反対売買による決済価格が用いられる。 

 1.4 為替先渡契約 

   未決済の為替先渡契約に係る未実現損益は、約定されたレートと契約を手仕舞う際のレートとの差額と

して計算される。実現損益は、同じ契約相手方との間のその他の契約によって決済または相殺された為替

先渡契約に係る純損益を含む。 

 1.5 オプションの購入およびオプションの発行 

   オプションを購入する場合、支払われたプレミアムに相当する金額が投資として計上され、その後購入

した当該オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使のまま期間満了となったオプションの

購入に対して支払われたプレミアムは、行使期間満了日において実現損失として扱われる。購入したプッ
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ト・オプションを行使する場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益または損失を実現したか

否かを決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手取金から差引かれる。購入したコール・オプショ

ンを行使する場合、該当するポートフォリオが購入する有価証券または外貨の原価ベースは、プレミアム

額分増加する。オプションを発行する場合、該当するポートフォリオが受領したプレミアムに相当する金

額が負債として計上され、その後発行した当該オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使

のまま満期となった発行オプションから受領したプレミアムは、該当するポートフォリオにより、行使期

間満了日における実現利益として扱われる。発行したコール・オプションが行使される場合、プレミアム

は、該当するポートフォリオが利益または損失を実現したか否かを決定する際に、原有価証券または原外

貨の売却手取金に加算される。発行したプット・オプションが行使される場合、該当するポートフォリオ

が購入する有価証券または外貨の原価ベースは、プレミアム額分減少する。ポートフォリオが購入した上

場プット・オプションまたはコール・オプションは、直近の売買価格で評価される。当該日に売買がなか

った場合には、当該日の最終買い呼値で評価される。 

 1.6 その他の投資信託／投資法人に対する投資 

   その他の投資信託／投資法人に対する投資は、当該投資信託／投資法人の入手可能な直近の純資産価格

で評価される。 

 1.7 スワップ契約 

   ポートフォリオは、スワップ契約に係る中間支払金を収益および費用に日々計上する。スワップ契約は、

日々値洗いされ、その評価額の変動は、スワップに係る未実現評価益（評価損）として資産・負債計算書

に計上され、スワップに係る未実現利益および損失の変動として損益計算書および純資産変動計算書に計

上される。スワップ契約が満期となったか、または売却された場合には、その純額は、投資有価証券に係

る実現利益または(損失)として損益計算書および純資産変動計算書に計上される。前渡または前受プレミ

アムは、資産・負債計算書において原価または手取額として認識され、契約期間にわたり定額法で償却さ

れる。クレジット・デフォルト・スワップに関して発生した前渡または前受プレミアムの償却額は、当該

ポジションが売却されるまでスワップ収益に含まれ、その後、前渡または前受プレミアムの償却額は、ス

ワップからの純実現利益および(損失)に含まれる。その他すべての種類のスワップについて、前渡または

前受プレミアムの償却額は、スワップからの純実現利益および(損失)に含まれる。スワップ契約の価値の

変動は、損益計算書および純資産変動計算書のスワップに係る未実現利益および（損失)の変動の構成要

素として計上される。 

   資産・負債計算書に開示される「スワップ契約前渡（前受）プレミアム」には、OTCクレジット・デフ

ォルト・スワップに係る前渡（前受）プレミアムおよび中央清算されるクレジット・デフォルト・スワッ

プに係る未決済の証拠金が含まれる。 

２．創 業 費 

  すべての既存のポートフォリオの創業費は、過年度において、その全額を償却済みである。 

３．割当方法 

“債券”ポートフォリオおよび“バランス型”ポートフォリオに関する収益および費用（ただし、クラス

固有の管理報酬および販売管理報酬は除く。）は、ハイブリッド配分モデルを使用して毎日割当られる。こ

のモデルでは、毎日分配が発生するクラスについては当該各クラスの決済済受益証券の合算価額に比例した

割合に基づき、また、毎月分配が発生するかまたは一切分配されないクラスについては当該各クラスの発行

済受益証券の価額に比例した割合に基づき、割当を行う。“株式”ポートフォリオに関する収益および費用

は、各クラスの発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき毎日割当られる。全ポートフォリオについて、

実現および未実現損益は、各クラスの発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき毎日割当られる。クラ

ス固有の管理報酬、管理会社報酬、販売管理報酬ならびに為替ヘッジ付受益証券クラスに関連する為替先渡

契約に係る実現および未実現損益は、当該クラスに直接請求される（または割当られる）。 

各ポートフォリオの全種類のクラスＳ受益証券は機関投資家向けであるため、一定のファンド費用は、適

宜、最低限の受益者活動および会計上の要求に基づき、各クラスＳ受益証券に割当られる。 
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４．外貨換算 

約款に規定されたポートフォリオの表示通貨以外の通貨建による価額は、入手可能な直近の売買価格の平

均値で換算される。外貨取引は、取引日における実勢為替レートにより、各ポートフォリオの通貨に換算さ

れる。 

合算資産・負債計算書は、当該合算資産・負債計算書の日付現在の実勢為替レートにより、米ドル建で作

成されるが、合算損益計算書および純資産変動計算書は、当年度中の平均実勢為替レートにより、米ドル建

で作成される。 

本財務諸表に適用された為替レートは、以下のとおりである。 

  ユーロから米ドルへの換算： 直物レート 1.1919、平均レート 1.1009 

  日本円から米ドルへの換算： 直物レート 0.0091、平均レート 0.0090 

合算損益計算書および純資産変動計算書に表示される項目「為替換算調整」は、合算資産・負債計算書と

合算損益計算書および純資産変動計算書の換算の際に使用した為替レートの差異の結果である。 

５．投資収益および投資取引 

受取配当金は、配当落日に計上される。受取利息は日々発生主義で計上される。ポートフォリオの投資損

益は、平均原価法に基づき決定される。 

ファンドは、利息収益の調整として、割引分を加え、プレミアムを償却する。投資取引は、取引日の翌日

に計上される。 

６．見積もり 

ルクセンブルグにおいて一般に認められている会計原則に準拠した財務書類の作成に当って、経営陣は、

財務書類の日付現在の資産・負債の報告金額および偶発資産・負債の開示ならびに報告期間中の収益・費用

の報告金額に影響を及ぼす見積もりおよび仮定を行うことが要求されている。実際の業績はこれらの見積も

りとは異なる可能性がある。 

７．スイング・プライシング調整 

ファンドの管理会社は、ファンドの全受益者に対し、2015年11月２日付で純資産額調整ポリシー（いわゆ

る「スイング・プライシング」）を実施する旨の通知を行った。本ポリシーに基づき、各ポートフォリオの

純資産額は、取引費用の見積り、取引スプレッドならびに受益者による受益証券の購入および買戻請求によ

って発生する費用の影響を反映させるために調整される場合がある。スイング・プライシングは、日々の純

申込額または純買戻額が取締役会の監督下でスイング・プライシング委員会によって定められる限界値を超

えた場合に自動的に適用される。スイング・プライシングが適用された場合、当該ポートフォリオの受益証

券の純資産額は、通常、当該純資産額の２％を超えない金額で上方修正または下方修正される。これにより、

受益証券の購入および買戻しによって発生した取引費用は、当該ポートフォリオ自体ではなく、当該ポート

フォリオの受益証券の取引を行った投資者によって負担されることになる。かかる調整は、ポートフォリオ

の受益証券の取引によってもたらされる当該ポートフォリオの受益証券に対する受益者の投資価値の希薄

化を最小化することを企図したものである。 

統計情報に開示されている１口当たり純資産価格は、公表された１口当たり純資産価格である。資産・負

債計算書ならびに損益計算書および純資産変動計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング・プ

ライシング調整額を考慮していない純資産総額である。 

2017年８月31日現在、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオの純資産額および１口当たり純資産価

格はスイング調整されていない。 

 

注記Ｃ 税  金 

ルクセンブルグの共有持分型投資信託（ＦＣＰ）であるファンドには、ルクセンブルグの現行の税法の下

で、所得税、源泉税あるいはキャピタル・ゲイン税は課税されない。ファンドには、各暦四半期末日の純資

産総額に基づき年率0.05％の税率で計算され、四半期毎に支払われるルクセンブルグの年次税（tax 

d’abonnement）が課税される。当該税率は、2010年法第174条の意味における機関投資家向け受益証券クラ
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スについては0.01％となる。有価証券についての利息、配当金およびキャピタル・ゲインには、国によって

源泉税またはキャピタル・ゲイン税が課税される場合がある。 

 

注記Ｄ 分  配 

ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオについては、 

 －クラスAR受益証券については、管理会社は、年１回、分配を宣言し、支払う方針である。分配は、総

収益（報酬・費用の控除前）、当該クラスに帰属する実現・未実現利益および元本から支払われる場

合がある。純収益（総収益から報酬・費用を控除した額）を超える分配は、投資者の当初投資金額の

払戻しに相当する場合があり、従って、結果的に、当該クラスについて１口当たり純資産価格が減少

する可能性がある。 

 －クラスA、AX、B、BX、C、CX、I、IX、SおよびS1の受益証券（および対応するH受益証券）について、

管理会社は、現在、配当金の支払いを行わない方針である。従って、当該受益証券に帰属する純収益

および純実現利益は、当該受益証券の各純資産価格に反映される。 

管理会社は、支払われる分配金に実現キャピタル・ゲインを含めるか否か、および／または当該クラスに

帰属する元本を分配の原資とするか否か、またその各割合を決定することができる。各クラスに帰属する純

収益および純実現利益が、支払われる宣言済の分配金額を超過した場合、その超過分のリターンは、当該株

式の各純資産価格に反映される。分配金は、受益者の選択により、自動的に再投資することができる（ただ

し、日本においては、再投資の適用はない）。 

 

注記Ｅ 管理報酬および関係会社とのその他の取引 

ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（以下「管理

会社」という。）に管理報酬を支払う。投資顧問契約の条項に基づき、管理会社は、受領した管理報酬の中

から、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（以下「投資顧問会社」という。）に投資顧問報酬を支

払う。 

管理会社は、年間の総運営費用を制限するために必要な限度で、一定の費用を負担することに自発的に合

意している。 

かかる制限は、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオに関して、以下のように設定されている（日々

の純資産額の平均額に対する比率で表示されている）。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  受益証券クラス  ％ 

 ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ  A  1.95 

  A AUD H  1.95 

  A SGD H  1.95 

  A USD H  1.95 

  AX  1.90 

  B  2.95 

  BX  2.90 

  C  2.40 

  C USD H  2.40 

  CX  2.35 

  I  1.15 

  I USD H  1.15 

  IX  1.10 

  S  0.15 

  S1  0.80 

  S1 USD H  0.80 
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管理会社によって負担される費用は、損益計算書および純資産変動計算書の「費用の払戻しまたは権利放

棄」に含まれている。未収払戻額は、資産・負債計算書の「その他未収金」または「未払費用およびその他

債務」に含まれている。 

2017年８月31日に終了した年度について管理会社がユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオに関して

負担した費用および2017年８月31日現在の未収払戻額はない。 

ファンドは、管理会社に管理会社報酬を支払う。 

各ポートフォリオの特定のクラスの受益証券は、海外における販売会社に、当該受益証券に関してファン

ドに提供される販売関連業務に対する報酬である販売管理報酬を支払う。 

前述の報酬はすべて、各ポートフォリオの日々の純資産額の平均額に対し年率で発生し、毎月支払われる。 

ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオに適用される各報酬の年率の一覧は、後記の表１に記載され

ている。 

また、全種類のクラスＢ受益証券には、0.00％から4.50％の間の料率で条件付後払申込手数料が課され、

全種類のクラスＣ受益証券には、0.00％から1.00％の間の料率で条件付後払申込手数料が課され、クラスＪ

受益証券には0.00％から3.00％の間の料率で条件付後払申込手数料が課される。実際に課される料率は、ポ

ートフォリオおよび当該受益証券の保有期間による。 

ファンドは、その登録・名義書換事務代行会社であるアライアンス・バーンスタイン・インベスター・サ

ービセズ（管理会社の一部門）に、ファンドの登録・名義書換代行業務を行うための人員および設備の提供

の対価としての報酬を支払う。2017年８月31日に終了した年度について、当該報酬の額は23,879,699米ドル

であった。 

ファンドは、ルクセンブルグ以外の一部の法域における販売のためのファンドの登録に関連して提供され

た一定のサービスについて、一定の条件に従って、投資顧問会社に報酬を支払う。2017年８月31日に終了し

た年度について、当該報酬の額は1,000,341米ドルであり、損益計算書および純資産変動計算書の「専門家

報酬」に含まれている。 

ファンドは、その法律顧問であるエルビンガー・ホス・プリュッセン株式会社（管理会社の取締役である

イブ・プリュッセン氏は、同社のパートナーのひとりである。）に、ファンドに提供された法律顧問サービ

スに対して報酬を支払う。2017年８月31日に終了した年度についての支払額は34,589ユーロであり、損益計

算書および純資産変動計算書の「専門家報酬」に含まれている。 

投資顧問会社は、引受団のメンバーとして重要な利害関係のある関係者を含む募集および／または新規発

行に関する取引を行っていない。 

ファンドのために遂行されたすべての取引は、通常の営業過程および／または通常の商業条件で行われた。 

2017年８月31日に終了した年度について、サンフォード・Ｃ・バーンスタイン・アンド・カンパニー LLC

およびサンフォード・Ｃ・バーンスタイン・リミテッドのサービスを利用した証券取引に対し支払われた手

数料はない。ファンドの一部の取締役は、投資顧問会社および／またはその関係会社の従業員および／また

はオフィサーである。 

ダイナミック・ダイバーシファイド・ポートフォリオは、管理会社によって管理されるアライアンス・バ

ーンスタイン SICAV－低ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオに投資する。チャイナ・オポチュー

ニティ・ポートフォリオは、管理会社によって管理されるAB SICAV II－チャイナ・エクイティ・ポートフ

ォリオに投資する。グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、管理会社によって管理されるアライ

アンス・バーンスタイン SICAV－エマージング・マーケット・コーポレート・デット・ポートフォリオ、ア

ライアンス・バーンスタイン SICAV－ユーロ・ハイ・イールド・ポートフォリオ、アライアンス・バーンス

タイン SICAV－エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ポートフォリオ、アライアン

ス・バーンスタイン SICAV－ユー・エス・ハイ・イールド・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンス

タイン－モーゲージ・インカム・ポートフォリオに投資する。エマージング・マーケッツ・デット・ポート

フォリオは、管理会社によって管理されるアライアンス・バーンスタイン SICAV－エマージング・マーケッ

ト・コーポレート・デット・ポートフォリオに投資する。 
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ファンドは、関係当事者ファンドとの間で有価証券の売買を行う場合がある。ただし、関係当事者ファン

ドとは、共通の投資顧問会社、共通のオフィサー、共通の取締役を有するファンドのみをいう。2017年８月

31日に終了した年度について、関係当事者ファンドとの間の買付取引および売却取引は、それぞれ０米ドル

および594,717米ドルであった。 

 

注記Ｆ ソフトコミッション契約および取引費用 

2017年８月31日に終了した年度に、投資顧問会社は、株式に投資するファンドのポートフォリオに関して

ブローカーからソフトダラーコミッションを受領し、またソフトコミッション契約をブローカーと締結した。

それに関連して、投資決定プロセスをサポートするために使用される一定の商品およびサービスを受領した。 

ソフトコミッション契約は、ファンドのための取引の実行が最良の執行基準に合致し、かつ取引手数料率

が機関投資家を対象とした総合的サービスを提供する証券会社の通常の取引手数料率を超過しないことを

基準として、締結された。受領した商品およびサービスには、専門家による産業・企業・消費者調査、ポー

トフォリオおよび市場分析、ならびに当該サービスの引渡しに使用されるコンピューターソフトウェアが含

まれる。かかる契約に基づき提供される利益は、ファンドへの投資サービスの提供を助け、かつファンドの

運用成績の向上に貢献できるものでなければならず、従って、受領した商品およびサービスもそのような性

質を有するものである。 

疑義の回避のため付記すると、かかる商品およびサービスは、出張費、宿泊費、接待費、一般管理用品も

しくはサービス、一般的なオフィス機器もしくは建物、会費、従業員の賃金もしくは直接的な金銭の支払い

を含まない。 

取引費用は、譲渡可能有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産を取得する際に発

生した費用である。取引費用には、買い呼値と売り呼値のスプレッド、代理人、アドバイザー、ブローカー

およびディーラーに支払われた報酬および手数料、取引関連の税金ならびにその他市場の手数料が含まれる。

取引費用には、負債のプレミアム・割引、資金調達費用または内部管理・保有費用は含まれない。取引費用

は、投資明細表の「投資有価証券の取得価額」、ならびに損益計算書および純資産計算書の「投資有価証券

に係る純実現利益および(損失)」および「投資有価証券に係る未実現評価益および(評価損)の変動」に含ま

れている。取引費用は、総費用比率および／または費用の払戻額の計算においては除外されている。 

2017年８月31日に終了した年度について、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオが負担した取引費

用の金額は、以下のとおりである。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  取引費用 

 ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ  710,881ユーロ 

 

注記Ｇ 為替先渡契約 

為替先渡契約は、取決めた先渡レートで将来の期日に外貨を購入または売却する契約である。原契約と契

約終了時の差異から生じる利益または損失は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券、為替

先渡契約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現利益および(損失)」の項目に計上さ

れる。 

未決済の為替先渡契約の評価額の変動は、為替先渡契約に係る未実現利益および(損失)の構成部分として

財務報告上反映される。 

ある特定の通貨（以下、それぞれ「取引通貨」という。）で販売されているポートフォリオの一または複

数のクラスの受益証券は当該取引通貨にヘッジされることがある。かかる受益証券クラスは、「為替ヘッジ

付受益証券クラス」を構成する。為替ヘッジ付受益証券クラスは、取引費用などの実際的な面を考慮しつつ、

当該ポートフォリオの基準通貨と当該取引通貨との間の為替レートの変動の影響を減らすことにより、当該

ポートフォリオの基準通貨によるリターンとより密接に相関するリターンを投資者に提供することを目標

としている。 
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採用される為替ヘッジ戦略は、当該ポートフォリオの基準通貨と当該取引通貨との間の為替エクスポージ

ャーの低減を企図するものであるが、それを解消できない可能性がある。また、契約相手方による契約条件

の不履行およびヘッジされる通貨に対する為替レートの予期せぬ変動のリスクにさらされる。 

同一のポートフォリオ内の各種の受益証券クラスの間では負債は分離されないので、一定の状況の下で、

為替ヘッジ付受益証券クラスに関連する為替ヘッジ取引の結果として発生した負債が同一ポートフォリオ

のその他の受益証券クラスの純資産額に影響を及ぼすという僅かなリスクがある。その場合、当該ポートフ

ォリオの他の受益証券クラスの資産が、当該為替ヘッジ付クラスによって発生した負債をカバーするために

使用される可能性がある。 

ファンドの有価証券は、為替先渡契約（受益証券クラスのヘッジのために用いる契約を含む）のための担

保として使用される。 

2017年８月31日現在、為替先渡契約について差し入れた／受領した有価証券担保はない。 

 

注記Ｈ 買戻条件付取引契約 

買戻条件付取引（レポ取引）契約は、米国政府または米国政府の関係機関もしくは外郭団体の債務証券に

よって担保されている。買戻条件付取引契約の対象となる証券は、経過利息を含む買戻価格と少なくとも同

等の金額で、常に保管受託銀行によって保有されるものとする。 

2017年８月31日現在、買戻条件付取引契約はない。 

 

注記Ｉ 逆買戻条件付取引契約 

  逆買戻条件付取引（リバースレポ取引）契約は買戻条件付取引契約と同じであるが、唯一異なる点は、売

主による買戻条件付の有価証券を現金で購入するのではなく、売却価格を若干上回る固定価格で後日買戻す

という条件付でファンドがポートフォリオ資産を売却することである。逆買戻条件付取引契約の期間中、フ

ァンドは、継続して当該有価証券に係る元本および利息の支払いを受ける。一般的に、逆買戻条件付取引契

約の効果は、ファンドが、関係する組入有価証券に付随する利息収益を維持しつつ、逆買戻条件付取引契約

の期間にわたり当該組入有価証券に投資された全部または大部分の現金を回収できることである。 

  かかる取引が有利となるのは、逆買戻条件付取引でファンドが負担する「金利費用」（すなわち、当該有

価証券の売却価格と買戻価格との差額）が、逆買戻条件付取引以外の方法で、組入有価証券に投資された現

金を取得する場合の費用を下回る場合のみである。 

 

注記Ｊ 金融先物契約 

  ファンドは、金融先物契約の売買を行うことができる。ファンドは、かかる金融商品の評価額の変動から

生じる市場リスクを負う。ファンドによる金融先物契約の取引は規制された取引所を通じて行われるため、

契約相手方の信用リスクはない。 

  ファンドは、金融先物契約締結時に、当該取引が実行される取引所によって要求される当初証拠金を、担

保としてブローカーに預託しかつそれを維持する。 

契約に従って、ファンドは、当該契約の評価額の日々の変動に等しい金額の現金をブローカーから受領す

るか、あるいはブローカーに支払うことに同意する。当該受領額または支払額は、変動証拠金と呼ばれ、フ

ァンドは、これらを未実現利益または損失として計上する。契約決済時に、ファンドは、契約締結時と契約

決済時の契約評価額の差額相当分を実現利益または損失として計上する。 

2017年８月31日現在ブローカーが保有する／ブローカーに支払うべき現金は、資産・負債計算書に「保管

受託銀行およびブローカーにおける現金」および「保管受託銀行およびブローカーに対する未払金」の一部

として計上されている。 

2017年８月31日現在、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオに関して、ブローカーが保有する／ブ

ローカーに支払うべき現金は以下のとおりである。 

 

 

アライアンス・バーンスタイン－ 

 ブローカーが 

保有する現金 

 ブローカーに 

支払うべき現金 

 ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ  723,271ユーロ  － 
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注記Ｋ スワップ取引 

スワップは、原資産の一定金額またはその他決められた想定元本に関し、特定の価格もしくは金利の変動

に基づき、もしくはそれらを基準に計算される一連のキャッシュ・フローを２当事者間で一定の間隔で交換

することを義務づける契約である。スワップに係る実現利益および(損失)ならびに未実現利益および(損失)

の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券、為替先渡契約、スワップ、金融先物契約、

オプションおよび通貨に係る実現利益および(損失)」および「スワップに係る未実現利益および(損失)の変

動」の項目の構成要素としてそれぞれ計上される。 

スワップ契約に関連してブローカーが保有する／ブローカーに支払うべき現金担保は、資産・負債計算書

に「保管受託銀行およびブローカーにおける現金」および「保管受託銀行およびブローカーに対する未払金」

の一部として計上されている。 

 中央清算されるクレジット・デフォルト・スワップ 

中央清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、契約期間中、売り手に対し定期的に

連続した支払いの義務を負う代わりに、対象参照債務に関しクレジット・イベント（信用問題）が発生した

場合には売り手から偶発的な支払いを受ける。 

中央清算される金利スワップ 

  中央清算される金利スワップは、算定ベースとなる想定元本に基づき、連続した固定金利または変動金利

の支払いを交換する２当事者間の契約である。 

トータル・リターン・スワップ 

トータル・リターン・スワップは、算定ベースとなる想定元本に基づき、対象資産の全損益と連続した金

利の支払いを交換する２当事者間の契約である。 

クレジット・デフォルト・スワップ 

クレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、契約期間中、売り手に対し定期的に連続した支払い

の義務を負う代わりに、対象参照債務に関しクレジット・イベント（信用問題）が発生した場合には売り手

から偶発的な支払いを受ける。 

金利スワップ 

  金利スワップは、算定ベースとなる想定元本に基づき、連続した固定金利または変動金利の支払いを交換

する２当事者間の契約である。 

インフレ・スワップ 

インフレ・スワップは、算定ベースとなる想定元本に基づき、固定金利の支払いと物価指数連動型変動金

利の支払いを交換する２当事者間の契約である。 

 

注記Ｌ オプション取引 

  ファンドは、有価証券に係るプットおよびコール・オプションを購入および発行（売付）することができ

る。オプションの購入に付随するリスクは、オプションの行使・未行使にかかわらず、ファンドがプレミア

ムを支払うことである。加えて、ファンドは、契約相手方による契約不履行の場合、プレミアム喪失のリス

クおよび市場価値の変動を負担する。購入したプットおよびコール・オプションは、投資有価証券と同様の

方法により会計処理される。コール・オプションの行使により取得した有価証券の原価は、支払われたプレ

ミアム額分増加する。プット・オプションの行使により売却された有価証券からの収入は、支払ったプレミ

アム額分減少する。 

  ファンドがオプションを発行した場合、ファンドが受領したプレミアムは負債として計上され、その後発

行オプションの市場価格に対して調整される。 

未行使のまま満了となった発行オプションから受領したプレミアムは、ファンドによって、行使期間満了

日に、発行オプションからの実現利益として計上される。受領したプレミアムの額と買戻しによる決済時に

支払われた金額との差額（ブローカー手数料を含む）も実現利益として扱われ、受領したプレミアムの額が

買戻しによる決済時に支払われた金額を下回る場合には、実現損失として扱われる。コール・オプションが

行使された場合、受領したプレミアムは、ファンドによる実現利益または損失を決定する際に、原証券また

は原通貨の売却手取金に加算される。プット・オプションが行使された場合、ファンドが購入した証券また

は通貨の原価ベースは、受領したプレミアム額分減少する。オプションを発行する場合、ファンドは、発行
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オプションの対象となる原証券または原通貨の価格が不利に変動する場合の市場リスクを負担する。ファン

ドが発行したオプションが行使される場合、市場価格とは異なる価格で証券または通貨を売買する結果とな

る場合がある。 

  またファンドは、スワップ契約に係るオプション（いわゆるスワップション）に投資できる。スワップシ

ョンは、買い手に対して、将来の期日に市場ベースのプレミアムの支払いと交換にスワップ取引を開始する

権利（ただし、その義務はない）を付与するオプションである。リシーバー・スワップションは、その所有

者に対して、特定の資産、参照レートもしくは指数の包括的リターンを受領する権利を付与するものである。

ペイヤー・スワップションは、その所有者に対して、特定の資産、参照レートもしくは指数の包括的リター

ンを支払う権利を付与するものである。スワップションには、取引相手方の一つが既存のスワップを終了ま

たは延長できるオプションも含まれる。 

 

注記Ｍ 投資有価証券の貸付 

ポートフォリオは、組入有価証券の担保付貸付を行うことができる。他の信用の供与と同様、組入有価証

券の貸付のリスクは、借主が経済的に破綻した場合に担保物に対する権利を失う可能性である。さらに、借

主の債務不履行の場合、担保物を売却しても貸付有価証券の代替物を購入できる十分な額の手取金を得られ

ないというリスクがある。 

ある特定の借主に有価証券の貸付を行うか否かを決定する際、投資顧問会社は、関連するすべての事実お

よび状況（借主の信用度を含む。）を検討する。 

組入有価証券の貸付期間中、借主は、かかる有価証券からの収益を当該ポートフォリオに支払うことがあ

る。ポートフォリオは、現金担保を短期金融商品に投資することによって、追加収益を取得するか、または

同等の担保を交付した借主から合意した金額の収益を受け取ることができる。 

ポートフォリオは、所有者としての権利（議決権、新株引受権および配当、利息または分配に関する権利

等）を行使するために貸付有価証券または同等の有価証券の登録上の所有権を取り戻す権利を有する。ポー

トフォリオは、当該貸付に関連して合理的な仲介手数料、管理手数料、およびその他の手数料を支払うこと

がある。 

有価証券の担保付貸付を行うに当り、ポートフォリオは、報酬収益の総額を受領するものとし、そのうち

20％を証券貸付業務を提供する証券貸付代理人に支払う。 

2017年８月31日に終了した年度について、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオは、以下の手数料

収益（純額）を得た。 

 

アライアンス・バーンスタイン－   

 ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ  209,350ユーロ 

 

これは、損益計算書および純資産変動計算書の「有価証券貸付収益（純額）」に含まれている。 

2017年８月31日に終了した年度について、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（証券貸付代理人として行為

する）は、証券貸付業務の提供に対して236,999米ドルの報酬を得た。これは、損益計算書および純資産変

動計算書の「有価証券貸付収益（純額）」に含まれている。2017年８月31日現在、ユーロゾーン・エクイテ

ィ・ポートフォリオの貸付証券および関連担保の価額は以下のとおりである。当該担保は、ユーロゾーン・

エクイティ・ポートフォリオにおいて保有される有価証券に関連している。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  価 額  担保の市場価値 

ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ      

シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド  2,256,293ユーロ  2,369,108ユーロ 

ドイツ銀行  3,071,593ユーロ  4,151,040ユーロ 

JP モルガン  56,201ユーロ  59,011ユーロ 

メリルリンチ  679,536ユーロ  713,516ユーロ 

ソシエテ・ジェネラル  5,518,744ユーロ  5,794,685ユーロ 

 



 - 34 -

注記Ｎ 銀行借入枠 

  ファンドは、保管受託銀行との間に設定された当座借越枠（以下 「借越枠」という。）により、異常な

買戻活動に関連して必要ある場合、一定の制限の下で、短期的／一時的資金を調達することができる。 

  ファンドの各ポートフォリオの借入れは、それぞれの純資産額の10％を限度とする。借越枠に従った借入

金は、相互に合意された利率で利息が課され、各ポートフォリオの原資産を担保としている。 

 

注記Ｏ 資産の合同運用 

  ポートフォリオの投資方針により認められる場合、効率的な運用の目的で、管理会社は、ファンド内また

はファンド外において一定のポートフォリオの資産を合同運用することを選択することができる。この場合、

異なるポートフォリオの資産が合同で運用される。合同運用される資産は“プール”と呼ばれる。かかるプ

ールの設定は、運用費用およびその他費用の削減を目的とする管理上の手段であり、受益者の法的権利・義

務に変更を生じさせるものではない。プールは、独立の法的主体を構成することはなく、投資者には直接開

示されない。合同運用されるポートフォリオの各々は、引続き自身の特定資産に対して権利を有するものと

する。 

  合同運用の目的で複数のポートフォリオの資産がプールされる場合、各参加ポートフォリオに帰属する資

産プールの持分割合は、当該ポートフォリオの当該プールに対する当初の参加持分を基準として記録され、

追加の配分または取消しがあった場合には、変更される。 

各参加ポートフォリオが合同運用資産に対して有する権利は、当該プールのすべての投資および投資系列

に適用される。合同運用されるポートフォリオのために行われた追加的投資は、各ポートフォリオに各々の

権利に応じて配分され、売却された資産は、同様に、各参加ポートフォリオに帰属する資産に配賦される。 

2017年８月31日現在、ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオの資産は合同運用されていない。 
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アライアンス・バーンスタイン 

表 １ 

報酬一覧表 

 

  管理報酬  管理会社報酬  販売管理報酬  総費用比率 * 

   

ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ   

受益証券のクラス 
      

 Ａ  1.55％  0.10％  N/A  1.89％ 

 Ａ ＡＵＤ Ｈ  1.55％  0.10％  N/A  1.89％ 

 Ａ ＳＧＤ Ｈ  1.55％  0.10％  N/A  1.89％ 

 Ａ ＵＳＤ Ｈ  1.55％  0.10％  N/A  1.89％ 

 ＡＸ  1.50％  0.10％  N/A  1.85％ 

 Ｂ  1.55％  0.10％  1.00％  2.92％ 

 ＢＸ  1.50％  0.10％  1.00％  2.86％ 

 Ｃ  2.00％  0.10％  N/A  2.35％ 

 Ｃ ＵＳＤ Ｈ  2.00％  0.10％  N/A  2.35％ 

 ＣＸ  1.95％  0.10％  N/A  2.30％ 

 Ｉ  0.75％  0.10％  N/A  1.09％ 

 Ｉ ＵＳＤ Ｈ  0.75％  0.10％  N/A  1.11％ 

 ＩＸ  0.70％  0.10％  N/A  1.05％ 

 Ｓ  N/A    0.01％(15)  N/A  0.10％ 

 Ｓ１  0.65％    0.01％(15)  N/A  0.75％ 

 Ｓ１ ＵＳＤ Ｈ  0.65％    0.01％(15)  N/A  0.75％ 

   

（N/A： 該当なし）
 
 ＊ 無監査。総費用比率(TER)の計算は、Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) の2008年５月16日付

ガイドラインに基づく。 

 

管理会社報酬： 
(15) 50,000米ドルまたは日々の純資産額の平均額の0.01％のうちいずれか低い額と同額の年次報酬。 
 
 

アライアンス・バーンスタイン 

表 ２ 

ポートフォリオ回転率 

 

  回 転 率 * 

（無監査） 

   

 ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ  45.96％ 

 

 ＊ 無監査。全米会計士協会（AICPA）のガイドラインに従って算定されている。当期の有価証券の平均市場価額は月末

の評価に基づき算定されている。 
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③ 投資有価証券等明細表等 

 
アライアンス・バーンスタイン － ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ 

 

投 資 明 細 表 
 

2017年8月31日現在 

 

  
株 数  時 価 

（ユーロ） 
 

対純資産 
比率 
（％） 

       
証券取引所またはその他規制市場で上場または取引される譲渡可能有価証券   
       
普 通 株 式       
       
金 融       

       
銀 行       

ABN AMRO Group NV (GDR)   310,637  7,312,395  1.6 

BNP Paribas SA    103,894  6,639,865  1.5 

CaixaBank SA    1,609,293  6,981,113  1.5 

Erste Group Bank AG    210,331  7,465,699  1.7 

ING Groep NV    1,050,105  15,646,564  3.5 

Intesa Sanpaolo SpA    3,396,021  9,631,116  2.1 

KBC Group NV    168,654  11,642,186  2.6 

     65,318,938  14.5 

資本市場       
Amundi SA    47,910  3,098,340  0.7 

Azimut Holding SpA   242,756  4,296,781  0.9 

    7,395,121  1.6 

保 険       
Allianz SE (REG)  63,747  11,458,523  2.5 

ASR Nederland NV   200,990  6,543,229  1.4 

Talanx AG     267,151  9,287,505  2.1 

    27,289,257  6.0 

    100,003,316  22.1 

       
一般消費財・サービス       
       
自動車部品       

Cie Generale des Etablissements Michelin - Class B   75,786  8,677,497  1.9 

Faurecia   145,927  7,129,264  1.6 

Valeo SA   145,753  8,188,403  1.8 

    23,995,164  5.3 

自動車       
Peugeot SA  422,124  7,486,369  1.7 

       
レジャー用品       

Amer Sports Oyj (a)  416,891  9,259,149  2.1 

       
メディア       

Altice NV - Class A  515,815  9,991,337  2.2 

       

繊維・アパレル・贅沢品       
HUGO BOSS AG  160,255  11,395,733  2.5 

    62,127,752  13.8 
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株 数  時 価 

（ユーロ） 
 

対純資産 
比率 
（％） 

       
資本財・サービス       
       
航空宇宙・防衛       

Airbus SE  213,468  15,072,975  3.3 
       
       
旅客航空輸送業       

International Consolidated Airlines Group SA    691,338  4,595,324  1.0 

Ryanair Holdings PLC    264,780  4,742,210  1.1 

    9,337,534  2.1 

電気設備       

Philips Lighting NV   319,352  9,899,912  2.2 

TKH Group NV   198,772  9,843,189  2.2 

    19,743,101  4.4 

コングロマリット       

Rheinmetall AG   55,471  4,762,740  1.1 

       
機 械       

Duerr AG   75,200  7,357,568  1.6 

       

専門サービス       

Teleperformance   40,398  4,670,009  1.0 

    60,943,927  13.5 

       
素 材       
       
化 学       

Arkema SA   114,491  10,450,738  2.3 

       

建設資材       

HeidelbergCement AG    104,392  8,419,215  1.9 

       

容器・包装       

Smurfit Kappa Group PLC   348,027  8,906,188  2.0 

       

金属・鉱業       

ArcelorMittal (a)   294,818  6,615,716  1.5 

thyssenkrupp AG    313,797  7,904,546  1.7 

     14,520,262  3.2 

     42,296,403  9.4 

       
生活必需品       
       
飲 料       

Pernod Ricard SA   96,020  11,023,096  2.4 

       

食品・生活必需品小売り       

Koninklijke Ahold Delhaize NV   255,961  3,865,011  0.9 

       

家庭用品       

Henkel AG & Co. KGaA    124,878  12,700,093  2.8 

       

タバコ       

British American Tobacco PLC   171,894  8,996,797  2.0 

     36,584,997  8.1 
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株 数  時 価 

（ユーロ） 
 

対純資産 
比率 
（％） 

       
ヘルスケア       

       

バイオテクノロジー       
Grifols SA (ADR)   504,123  8,752,430  1.9 

       
医薬品       

Sanofi  285,859  23,343,246  5.2 

    32,095,676  7.1 

       
エネルギー       
       
石油・ガス・消耗燃料       

Eni SpA (a)  578,934  7,624,561  1.7 

Repsol SA   933,613  13,472,036  3.0 

Royal Dutch Shell PLC - Class B   164,715  3,855,472  0.8 

TOTAL SA   93,618  4,067,234  0.9 

    29,019,303  6.4 

       

情報技術       
       
通信機器       

Nokia Oyj   2,113,284  10,999,643  2.4 

       

半導体・半導体製造装置       

ASM International NV    159,404  7,871,370  1.7 

Siltronic AG    118,307  9,702,357  2.2 

    17,573,727  3.9 

     28,573,370  6.3 

       

公益事業       

       

電 力       

EDP - Energias de Portugal SA   4,135,403  13,336,675  3.0 

Enel SpA   1,967,166  10,003,039  2.2 

    23,339,714  5.2 

       

不動産       
       
不動産管理・開発       

CA Immobilien Anlagen AG    326,906  7,831,033  1.8 

IMMOFINANZ AG (a)   2,096,925  4,665,658  1.0 

Vonovia SE   192,128  6,821,505  1.5 

    19,318,196  4.3 

       

電気通信サービス       
       
各種電気通信サービス       

TDC A/S   828,704  4,146,646  0.9 
       

       

投資有価証券合計（取得価額 408,589,912 ユーロ）    438,449,300  97.1 
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株 数  時 価 

（ユーロ） 
 

対純資産 
比率 
（％） 

       
定期預金  日付     

BBH, Grand Cayman (b) 利率(0.80)%   －   101,470  0.0 

Credit Suisse AG, Zurich (b) 利率(1.45)%  －   18,162  0.0 

Deutsche Bank, Frankfurt (b) 利率(0.56)%  －   9,696,794  2.2 

HSBC Bank PLC, London (b) 利率0.05%  －   177,642  0.0 

定期預金合計    9,994,068  2.2 

       
その他の資産（負債控除後）    2,989,443  0.7 

       
純 資 産    451,432,811  100.0 

       
 
(a) 貸付中の有価証券の全部または一部を表示する。貸付有価証券に関する情報は、財務書類に対する注記Ｍを参照のこ

と。 
(b) 翌日物預金 

 
 
用語説明：ADR－米国預託証券 

     GDR－グローバル預託証券 

     REG－登録株 

 
 
金融先物契約 

 
 

 

種 類 満期日  約定数  

当初価値 

（ユーロ）  

市場価値 

（ユーロ）  

未実現 

評価(損)益 

（ユーロ） 

  

ePace 

主 ID 

ロング 

Euro Stoxx 50 Index Futures 2017 年 9 月 15 日  279  9,633,700  9,552,960  (80,740) 

  

 

AG84136 

 
 
為替先渡契約 

 

カウンターパーティー 
約定引渡通貨 
および金額 

交換通貨 
および金額 決 済 日 

未実現 
評価（損）益 

 （単位：千） （単位：千）  （ユーロ） 
     
Bank of America, NA GBP 2,272 EUR 2,488 2017年9月15日 27,260 

Brown Brothers Harriman & Co. GBP 11,008 EUR 12,109 2017年9月15日 185,520 

Brown Brothers Harriman & Co. + EUR 37,930 USD 44,601 2017年9月11日 (475,342) 

Brown Brothers Harriman & Co. + EUR 11 AUD 16 2017年9月11日 (46) 

Brown Brothers Harriman & Co. + EUR 11 SGD 18 2017年9月11日 (79) 

      (262,687) 

     評価益 212,780 

     評価損 (475,467) 
 
+ 為替ヘッジ付クラスの受益証券のために用いられた。 
 
通貨略称： 

AUD－ 豪ドル 
EUR－ ユーロ 
GBP－ 英ポンド 
SGD－ シンガポール・ドル 
USD－ 米ドル 

 
 
財務諸表に対する注記を参照のこと。 
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第３ お知らせ 

 

該当事項はありません。 
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